
高島市特定公共賃貸住宅等の目的外使用許可に係る事務取扱要綱 

令和８年４月１日 

告示第７６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、高島市への移住を促進するため、市の特定公共賃貸住宅等

に係る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項に規定す

る行政財産の目的外使用許可（以下「目的外使用許可」という。）に関する取

扱いについて、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例（平成

１７年高島市条例第２６８号）、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に

関する条例施行規則（平成１７年高島市規則第１６８号）および高島市財産規

則（平成１９年高島市規則第２５号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

 （目的外使用許可対象） 

第２条 目的外使用許可の対象者となる者は、高島市に移住を希望する者であっ

て、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 高島市外に住所を有する者 

⑵ ６５歳未満の者 

⑶ 移住等の実現のために本市からの情報提供や協力支援を受ける意思があ

る者 

⑷ 過去に本市の移住促進滞在型事業を利用したことがない者 

２ 前項の規定に関わらず未成年者のみの世帯による使用は、これを認めない。 

３ 目的外使用許可の対象住宅は、別表のとおりとする。 

（使用期間） 

第３条 目的外使用許可により特定公共賃貸住宅等を使用できる期間は、１か月

単位とし、３か月を限度とする。ただし使用期間が３月３１日に達する場合は

、３月３１日を期限とする。 

（申請手続等） 

第４条 移住希望者は、特定公共賃貸住宅等を使用しようとするときは、特定公

共賃貸住宅等目的外使用許可申請書（様式第１号）に申請者の運転免許証、マ

イナンバーカード等本人確認書類の写しを添えて市長に提出しなければならな

い。 

（目的外使用許可の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による目的外使用許可の申請があったときは、目的

外使用許可の可否を決定するとともに、特定公共賃貸住宅等目的外使用許可決

定（却下）通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の目的外使用許可の決定を受けた者（以下「使用者」という。）は、使

用にあたり、別に定める定期住宅賃貸借契約書を市長と締結するものとする。 

（目的外使用許可の決定の取消しの取扱い） 

第６条 使用者は、決定の取消しまたは停止を希望するときは、特定公共賃貸住



宅等目的外使用許可取消・停止申請書（様式第３号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、特定公共賃貸住宅

等目的外使用許可取消・停止決定通知書（様式第４号）により、使用者に通知

するものとする。 

３ 市長は、目的外使用許可を継続することが適当でないと判断したときは、第

１項に規定する申請の有無にかかわらず、目的外使用許可の決定を取消し、ま

たは停止することができる。この場合において、市長は、特定公共賃貸住宅等

目的外使用許可取消・停止決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知す

るものとする。 

（使用料） 

第７条 使用する住宅の使用料は、高島市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関

する条例施行規則（平成１７年高島市規則第１６８号）の規定による家賃の２

分の１を徴収する。 

（修繕および原状回復義務） 

第８条 使用期間中における修繕費用および退去時の原状回復に係る費用は、原

則として使用者の負担とする。ただし、退去に際し、住宅使用に係る損耗の程

度が軽微である場合、またはその他市長がやむを得ないと認める場合は、その

費用の一部または全部を免除することができる。 

（住宅の明渡し） 

第９条 市長は、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例第３１

条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対

して、特定公共賃貸住宅等の明渡しを求めることができる。 

⑴ 目的外使用許可期間が満了したとき。 

⑵ 第６条第３項により、目的外使用許可の決定を取り消したとき。 

⑶ その他市長が必要と認めるとき。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

別表（第２条関係） 

 

 

 

 

 

名称 位置 

高島市特定公共賃貸住宅 

市ケ崎団地 

高島市今津町南新保94番地 



様式第１号（第４条関係） 

 

特定公共賃貸住宅等目的外使用許可申請書 

 

 

  年  月  日 

 

 高島市長 

 

申請者 氏 名
ふりがな

           

（生年月日       ） 

住所 

連絡先 

 

 高島市特定公共賃貸住宅等の目的外使用を次のとおりにします。なお、入居の

条件等については、高島市移住支援における高島市特定公共賃貸住宅等の目的外

使用許可に係る事務取扱要綱に従います。 

 

入居希望 

団 地 名 
 

住宅

番号 
 

使 用 

期 間 
年  月  日 から   年  月  日 まで 

申
請
者
以
外
の
入
居
者 

ふり     がな 

氏 名 続柄 

 

生 年 月 日 

 

 
  年  月  日生 

 
  年  月  日生 

 
  年  月  日生 

 
  年  月  日生 

 
  年  月  日生 

 
  年  月  日生 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

特定公共賃貸住宅等目的外使用許可決定（却下）通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

 様 

 

高島市長     印 

 

    年  月  日付けで申請のあった高島市特定公共賃貸住宅等の目的外

使用許可については、次のとおり決定（却下）したので通知します。 

 

 

申請者 

氏 名  

住 所  

使 用 住 宅  

使 用 目 的  

使 用 期 間  

 

備 考 

（却下の場合その理由） 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

特定公共賃貸住宅等目的外使用許可取消・停止申請書 

 

 

  年  月  日 

 

 高島市長 

 

高島市特定公共賃貸住宅等の目的外使用許可取消・停止を次のとおり申請し

ます。 

 

 

申請者 

 

氏 名  

住 所  

使 用 住 宅  

 

取消・停止の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

特定公共賃貸住宅等目的外使用許可取消・停止決定通知書 

 

第     号 

 年  月  日 

 

 様 

 

高島市長     印 

 

 高島市特定公共賃貸住宅等の目的外使用許可取消・停止については、次のとお

り決定したので通知します。 

 

 

申請者 

 

氏 名  

住 所  

使 用 住 宅  

取消・停止年月日   

 

取 消 ・ 停 止 理 由  

 

 

 

 

 

 


